
生
・
労
・
全

私

鉄

総

連

書

記

長

樋

口

　

和

司

　

日

本

私

鉄

労

働

組

合

総

連

合

会

（

私

鉄

総

連

）

は

、

鉄

道

、

バ

ス

、

ハ

イ

ヤ

ー

・

タ

ク

シ

ー

、

そ

の

他

様

々

な

関

連

事

業

の

職

場

で

働

く

仲

間

で

組

織

す

る

産

業

別

労

働

組

合

で

す

。

１

９

４

７

年

に

結

成

さ

れ

、

２

０

２

５

年

８

月

現

在

、

北

は

北

海

道

か

ら

南

は

九

州

・

沖

縄

ま

で

全

国

２

４

３

組

合

、

約

�

万

人

の

組

合

員

が

加

盟

し

て

い

ま

す

。

ま

た

、

全

国

に

九

つ

の

地

方

連

合

会

と

、

直

加

盟

の

ハ

イ

ヤ

ー

・

タ

ク

シ

ー

、

沖

縄

で

組

織

し

、

専

従

役

員

を

配

置

で

き

な

い

中

小

組

合

の

運

動

を

サ

ポ

ー

ト

し

て

い

ま

す

。

結

成

さ

れ

て

か

ら

、

今

日

ま

で

生

活

と

雇

用

、

労

働

条

件

の

維

持

・

改

善

と

、

平

和

な

社

会

を

築

く

運

動

を

一

貫

し

て

進

め

て

き

ま

し

た

。

組

合

員

の

求

め

る

課

題

を

現

実

に

す

る

た

め

に

は

、

一

組

合

だ

け

の

運

動

に

と

ど

ま

っ

て

は

難

し

い

と

の

思

い

か

ら

、

力

を

合

わ

せ

、

多

く

の

課

題

を

克

服

し

て

き

ま

し

た

。

　

全

国

労

働

組

合

生

産

性

会

議

（

全

労

生

）

は

、

生

産

性

運

動

三

原

則

①

雇

用

の

維

持

・

拡

大

、

②

労

使

の

協

力

と

協

議

、

③

成

果

の

公

正

な

分

配

を

柱

と

す

る

生

産

性

運

動

の

展

開

と

、

「

生

活

の

質

の

向

上

で

ゆ

と

り

あ

る

社

会

づ

く

り

を

進

め

る

」

結

成

�

年

宣

言

を

主

眼

に

お

い

て

、

雇

用

の

安

定

確

保

、

所

得

水

準

の

向

上

、

時

短

な

ど

の

運

動

を

展

開

さ

れ

て

い

た

こ

と

か

ら

、

私

鉄

総

連

は

、

１

９

９

０

年

に

、

全

労

生

へ

参

加

す

る

こ

と

を

確

認

し

現

在

に

至

り

ま

す

。

　

近

年

、

コ

ン

プ

ラ

イ

ア

ン

ス

遵

守

な

ど

が

謳

わ

れ

る

社

会

に

お

い

て

、

生

産

性

運

動

の

ひ

と

つ

で

あ

る

「

労

使

の

協

力

と

協

議

」

は

、

重

要

な

意

味

を

な

し

て

い

ま

す

。

こ

れ

ま

で

の

歴

史

を

み

て

も

、

数

々

の

労

使

紛

争

が

あ

り

ま

し

た

が

、

現

代

に

お

い

て

も

、

労

働

協

約

無

視

や

不

当

労

働

行

為

が

発

生

し

、

全

国

の

労

働

者

に

影

響

を

与

え

か

ね

な

い

大

き

な

問

題

と

し

て

、

「

正

常

な

労

使

関

係

の

構

築

」

「

不

当

処

分

の

撤

回

・

和

解

」

を

第

一

義

に

、

当

該

単

組

と

組

合

員

を

、

全

国

の

仲

間

と

と

も

に

支

え

、

裁

判

闘

争

支

援

に

取

り

組

み

ま

し

た

。

判

決

で

は

、

不

当

労

働

行

為

第

７

条

４

項

が

言

い

渡

さ

れ

、

和

解

条

項

で

は

不

当

処

分

の

撤

回

、

組

合

の

団

結

権

を

尊

重

し

、

今

後

、

不

当

労

働

行

為

を

行

わ

な

い

こ

と

、

労

働

協

約

を

遵

守

す

る

こ

と

が

確

約

さ

れ

ま

し

た

。

　

公

共

交

通

は

現

在

、

鉄

道

、

バ

ス

を

問

わ

ず

要

員

不

足

に

よ

り

、

や

む

を

得

な

い

減

便

や

路

線

廃

止

に

至

っ

て

い

ま

す

。

ま

た

、

物

価

高

騰

に

よ

る

燃

料

費

や

安

全

設

備

投

資

の

増

加

に

よ

り

、

公

共

交

通

の

維

持

・

存

続

に

影

響

を

及

ぼ

し

て

い

ま

す

。

私

た

ち

は

、

公

共

交

通

を

守

る

取

り

組

み

を

、

労

使

一

体

と

な

り

取

り

組

ん

で

い

ま

す

が

、

ひ

と

た

び

労

使

紛

争

が

発

生

す

る

と

、

利

用

者

、

株

主

、

企

業

、

そ

し

て

そ

こ

で

働

く

も

の

に

と

っ

て

も

、

何

一

つ

良

い

こ

と

は

あ

り

ま

せ

ん

。

　

私

鉄

総

連

は

、

健

全

な

労

使

関

係

の

も

と

、

交

渉

を

積

み

重

ね

、

回

答

日

時

ま

で

に

回

答

を

引

き

出

す

と

い

う

考

え

の

も

と

、

主

要

闘

争

で

あ

る

、

春

闘

、

秋

闘

（

労

働

条

件

闘

争

）

の

解

決

へ

と

、

運

動

を

展

開

し

て

い

ま

す

。

誰

も

が

安

心

で

き

る

平

和

な

社

会

で

、

「

生

活

の

質

の

向

上

で

ゆ

と

り

あ

る

社

会

づ

く

り

を

進

め

る

」

こ

と

が

重

要

と

考

え

ま

す

。


